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北
海
道
大
学
法
学
会
記
事

○
二
〇
一
五
年
一
二
月
一
七
日
（
木
）
午
後
四
時
よ
り

　
「
行
政
研
究
に
お
け
る
法
学
と
政
治
学
の
対
話
可
能
性
に
つ
い
て
」

�
報
告
者　
　

村　

上　

裕　

一

�

出
席
者　
　
　
　
　
　

五
〇
名

一　

は
じ
め
に

　

報
告
者
が
専
攻
す
る
行
政
学
は
、
法
学
と
も
多
く
の
接
点
を
有
す
る
。

法
学
・
政
治
学
の
両
方
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
さ
れ
る
行
政
研
究
の
テ
ー
マ
に

は
、
行
政
裁
量
や
行
政
指
導
、
行
政
組
織
、
政
策
法
務
、
司
法
行
政
と
い
っ

た
も
の
が
あ
る
。
本
報
告
で
は
、
そ
の
全
て
を
網
羅
的
に
論
じ
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
報
告
者
の
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ

り
、
行
政
研
究
に
お
け
る
法
学
と
政
治
学
の
「
共
通
の
話
題
」
探
し
を
試

み
た
。

二　

報
告
の
概
要

①　

ル
ー
ル
の
「
闘
争
」

　

船
舶
の
安
全
や
環
境
に
関
す
る
国
際
規
制
で
は
、
政
府
間
組
織
・
国
際

海
事
機
関
（
Ｉ
Ｍ
Ｏ
）
が
策
定
す
る
、法
的
拘
束
力
の
あ
る
「
基
準
」
と
、

非
政
府
組
織
・
国
際
標
準
化
機
構
（
Ｉ
Ｓ
Ｏ
）
が
策
定
す
る
「
規
格
」
と

が
併
存
し
て
お
り
、
近
年
の
動
き
は
注
目
に
値
す
る
。

　

ル
ー
ル
策
定
に
要
す
る
時
間
の
違
い
（
Ｉ
Ｍ
Ｏ
は
三
～
一
〇
年
、
Ｉ
Ｓ

Ｏ
は
一
～
三
年
）
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
が
、
Ｉ
Ｍ
Ｏ
か
ら
Ｉ
Ｓ
Ｏ
に

規
格
策
定
が
要
請
さ
れ
た
り
、
既
存
の
Ｉ
Ｓ
Ｏ
規
格
が
国
際
条
約
で
引
用

さ
れ
た
り
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
に
お
い
て
Ｉ
Ｍ
Ｏ
と
リ
ン
ク
し
た
規
格
作
成
が
重
視

さ
れ
た
り
、
ま
た
、
Ｅ
Ｕ
へ
輸
入
さ
れ
る
航
海
設
備
が
域
内
強
制
基
準
に

合
致
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
り
し
て
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
規
格
が
実
質
的
に
法
的

拘
束
力
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
海
事
ク
ラ
ス
タ
ー
に
お
い
て
、

国
際
標
準
化
戦
略
上
、
こ
の
基
準
・
規
格
は
「
使
い
方
次
第
」
だ
と
の
認

識
が
か
な
り
共
有
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
「
ハ
ー
ド
・
ロ
ー
」
と
「
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
」
と
が
相
対
化
す

る
中
で
、
今
以
上
に
国
際
標
準
化
が
進
む
と
、
適
用
関
係
を
あ
え
て
曖
昧

に
す
る
こ
と
で
顕
在
化
し
て
い
な
い
ル
ー
ル
間
の
抵
触
・
競
合
が
今
後
激

化
し
、
調
整
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
、
各
国
法
令
や
民
間
規
制

等
も
含
む
様
々
な
ル
ー
ル
と
の
関
係
を
ど
う
整
理
す
る
か
、ま
た
、グ
ロ
ー

雑
　
　
　
報
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バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
国
際
規
制
の
決
定
権
力
の
所
在
を
ど
う
捉

え
る
か
と
い
っ
た
新
た
な
論
点
を
提
起
し
て
い
る
。

②　

組
織
の
「
設
計
」

　

行
政
組
織
の
独
立
性
に
つ
い
て
は
、
特
に
近
年
、
政
策
論
議
の
公
開
や

行
政
の
信
頼
回
復
を
目
的
と
し
て
、
財
政
と
金
融
、
原
子
力
の
利
用
・
推

進
と
規
制
の
よ
う
に
、
政
策
決
定
（
権
限
）
を
い
か
に
分
離
す
る
か
と
い

う
文
脈
で
争
点
化
し
て
い
る
。

　

行
政
組
織
の
独
立
性
が「
⑴
財
政
的
資
源
、⑵
法
的
権
限
、⑶
人
的
資
源
・

組
織
、
⑷
情
報
と
い
っ
た
行
政
資
源
に
関
す
る
、
A
政
治
（
党
派
性
等
）、

B
活
動
の
相
手
方
、C
政
府
他
部
局
に
対
す
る
非
依
存
性
」だ
と
す
る
と
、

そ
れ
は
行
政
（
規
制
）
の
実
効
性
や
信
頼
に
繋
が
り
得
る
一
方
、
民
主
的

正
統
性
、
事
後
的
な
責
任
追
及
、
専
門
技
術
性
の
調
達
、
政
策
の
一
貫
性
・

総
合
性
・
効
率
性
の
保
持
等
の
必
要
性
と
の
両
立
が
問
題
と
な
る
。
そ
の

た
め
実
際
に
は
、
組
織
間
の
適
切
な
距
離
感
や
バ
ラ
ン
ス
・
関
係
性
を
い

か
に
築
く
か
が
重
要
に
な
る
。
そ
う
し
て
、独
立
性
に
込
め
ら
れ
た
趣
旨
・

目
的
に
応
じ
て
組
織
設
計
を
工
夫
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
独

立
な
行
政
組
織
が
生
ま
れ
る
政
治
的
条
件
と
は
何
か
と
言
え
ば
、
国
会
等

が
自
ら
の
作
為
・
不
作
為
責
任
を
回
避
す
る
た
め
に
自
ら
の
手
が
及
ば
な

い
と
こ
ろ
に
行
政
組
織
を
置
く
、
と
い
う
の
が
合
理
的
選
択
に
な
る
場
合

が
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
般
論
と
し
て
、
組
織
設
計
の
理
念
が
達
せ
ら
れ
た

か
ど
う
か
は
、
組
織
運
用
の
実
態
か
ら
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

③　

官
僚
の
「
生
態
」

　

行
政
学
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
忠
実
な
執
行
と
現
場
に
適
応
的
な
執
行
と

の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
べ
き
政
策
実
施
に
お
い
て
常
に
残
ら
ざ
る
を
得
な
い

行
政
裁
量
を
統
制
す
る
た
め
、
準
則
の
定
立
と
公
開
の
重
要
性
を
論
じ
て

き
た
。
そ
れ
は
行
政
指
導
の
あ
り
方
と
と
も
に
、
長
年
、
執
行
研
究
の
対

象
と
な
っ
て
き
た
。

　

本
報
告
で
は
、
国
会
が
制
定
し
た
法
制
度
の
下
で
の
権
限
行
使
（「
裁

量
」）
と
、
そ
れ
を
超
え
て
、
行
政
活
動
の
際
に
よ
り
広
い
文
脈
に
働
き

掛
け
、
法
制
度
や
政
策
そ
の
も
の
を
ど
う
変
え
て
い
く
か
（「
自
律
性
」）

と
を
区
別
し
、
両
者
を
併
せ
て
行
政
活
動
の
「
自
在
幅
」
と
捉
え
る
枠
組

み
を
立
て
て
、
電
気
用
品
安
全
・
障
害
規
制
を
分
析
し
た
。

　
「
規
制
空
間
」
で
は
、
規
制
の
国
際
調
和
、
規
制
対
象
技
術
の
多
様
化
・

詳
細
化
、
専
門
性
の
高
度
化
、
そ
れ
に
伴
う
技
術
基
準
を
巡
る
利
害
対
立

の
顕
在
化
、規
制
能
力
の
分
散
が
進
ん
だ
。
そ
う
し
て
行
政（
規
制
機
関
）

が
「
裁
量
」
を
奪
わ
れ
て
い
っ
た
一
方
、調
整
の
場
や
プ
ロ
セ
ス
の
管
理
、

法
令
シ
ス
テ
ム
・
イ
ン
フ
ラ
（
例
：
傘
法
）
の
整
備
、
規
制
実
施
手
段
の

制
度
・
仕
組
み
の
選
択
に
係
る
「
自
律
性
」
が
却
っ
て
際
立
っ
て
い
っ
た
。

こ
れ
は
、規
制
空
間
の
構
造
が
変
容
す
る
中
で
官
僚
が
採
っ
た「
自
在
幅
」

確
保
・
拡
大
戦
略
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
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三　

質
疑
応
答
ほ
か

　

本
報
告
後
、
出
席
者
か
ら
各
ご
専
門
の
立
場
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
お
寄
せ

い
た
だ
き
、
報
告
者
に
と
っ
て
大
き
な
励
み
に
な
っ
た
。

　

例
え
ば
、
実
定
法
学
と
の
接
点
と
し
て
、
本
報
告
で
は
法
制
度
と
し
て

の
政
策
デ
ザ
イ
ン
手
法
や
、
国
内
外
で
見
ら
れ
る
諸
ル
ー
ル
間
「
闘
争
」

を
想
定
し
て
い
た
が
、
歴
史
の
観
点
も
含
む
、
司
法
行
政
研
究
も
有
意
義

だ
と
感
じ
ら
れ
た
。行
政
組
織
が
設
計
通
り
に
機
能
す
る
か
に
つ
い
て
は
、

そ
の
運
用
状
況
を
分
析
し
た
上
で
、
他
と
の
間
で
保
つ
べ
き
距
離
感
や
緊

張
感
を
考
え
る
こ
と
が
現
実
的
と
思
わ
れ
る
。
官
僚
の
「
自
律
性
」
へ
の

責
任
を
ど
う
問
う
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、官
僚
（
公
務
員
）
の
主
観
面
（
倫

理
観
や
使
命
感
）
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
部
分
が
一
定
程
度
残
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
に
堪
え
得
る
人
材
育
成
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。

　

本
報
告
で
は
、
行
政
研
究
に
お
け
る
法
学
と
政
治
学
の
接
点
の
極
め
て

限
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
し
か
光
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
少
な

く
と
も
報
告
者
に
お
い
て
は
、
法
学
と
政
治
学
の
対
話
可
能
領
域
の
広
が

り
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
報
告
が
今
後
の
対
話
に
向
け
た
一
つ

の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
当
初
の
目
標
は
達
せ
ら
れ
た
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
本
会
関
係
者
の
皆
様
に
は
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。


